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■税関では、主に３つの法律の規定に基づいて業務を行っています。

・関税法（関税の徴収、通関手続き、保税制度 等）

・関税定率法（関税率、特殊関税制度、減免税制度 等）

・関税暫定措置法（税率の特例、減免税制度の特例 等）

1 はじめに①（用語について）

① 「輸入」とは        ⇒  外国から到着した貨物を日本国内に引き取ること
 又は、輸出の許可を受けた貨物を日本国内に引き取ること

② 「輸出」とは     ⇒  内国貨物を日本から外国に向けて送り出すこと

③ 「積戻し」とは ⇒  外国貨物を日本から外国に向けて送り出すこと

④ 「外国貨物」とは  ⇒  外国から日本に到着した貨物で、輸入の許可を受けていない
貨物又は、輸出の許可を受けた貨物

⑤ 「内国貨物」とは  ⇒  外国貨物ではない貨物

「輸入」や「輸出」及び「積戻し」の手続きを、
「通関手続」と呼んでいます。

門司       保税
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■関税法第30条（外国貨物を置く場所の制限）
 外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。

⇒外国貨物を置く場所の制限について定めたもの

【目的】
・関税等徴収の確保
・貿易秩序の維持

【税関】
関税等の徴収、社会悪物品等の取締りのほか、 

   輸入割当、検疫などの関税以外の法令で
規制されている貨物のチェック

【利用者】
関税等の税金を留保したまま、
蔵置、加工、製造、展示等が行えるなど、

   商取引上大きなメリット

全ての輸出入貨物を

税関の監督下

取引の円滑化

貿易の振興

国際的な文化交流

1 はじめに②（保税地域とは） 門司       保税

4



◎ 外国貨物を置く場所の制限

  外国貨物は、  保税地域  以外の場所に置くことができない（関税法第３０条）。
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〔 指定保税地域 〕
（ ｺﾝﾃﾅﾔｰﾄﾞ ）

〔 保税蔵置場 〕

■巨大な貨物や大量の貨物等、保税地域に置くことが困難、不適当な場合には

関税法第３０条第１項第２号の規定により、税関長が期間・場所を指定して

許可した貨物を保税地域以外に置くことができます。

1 はじめに③（保税の原則）
門司       保税
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公益性の損失！
◆ 国民生活の安全・健康の維持
◆ 国際的な平和維持・環境保護等

不正薬物・銃器等の国内流入

■ 保税地域がなかったら・・・
海 外

海

外

◆ どこからでも貨物を国内に引き取ることが可能。

 つまり、貨物は任意の場所に置かれ、貨物の
抜き取り、すり替えなどの不正行為が容易となる。

  
◆不正薬物・銃器等の効率的・効果的な取締り、
   適正な申告・徴税の確保が困難となる。

２ 保税地域の役割 ①
門司       保税
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保税地域

海

外

海 外

不正薬物等の水際阻止！

貨物の保税地域への集中
貨物を税関の監督下の保税地域に

置いて管理することが効果的

★効率的・効果的な検査の実施

★輸入貨物に係る関税債権の確保

２ 保税地域の役割 ②
門司       保税

パレットに隠匿された
金地金を摘発

航空貨物から
液状大麻を摘発

7

米国から到着した航空貨物に隠匿された
液状大麻 約２１５グラムを既発した。

（令和７年６月・長崎税関等）

香港から到着した航空貨物
（プラスチック製パレット）に隠匿された
金地金 約１６０キログラムを既発した。

（令和６年１月・大阪税関）



保税地域は、 指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域 の5種とする。

保税展示場

国際的な博覧会や見本市等、
外国貨物の展示等ができる場所

保税工場

外国貨物についての保税作業
（加工・製造等）が行える場所

総合保税地域

保税蔵置場、保税工場及び保税展示場の
機能を総合的に活用できる場所

指定保税地域

貨物の積卸や迅速な税関手続きを
行うために外国貨物を一時的（１か月）
に蔵置できる場所

イメージ図

保税蔵置場

外国貨物の一時蔵置及び
長期蔵置（３か月・２年）
ができる場所

３ 保税地域の種類・機能①
門司       保税
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■社内管理規定はコンプライアンス・プログラムといい、
CP という略称で呼ばれます。

イ 関税の納付義務（亡失・滅却の場合）

ロ 貨物の搬出入等に係る記帳義務

ハ 貨物管理に関する社内管理規定の整備

保税地域における倉主の義務
倉主：保税地域の許可を受けた者、指定保税地域の貨物管理者

３ 保税地域の種類・機能②
門司       保税
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■ 貨物を輸出・輸入するときは、税関長に申告し、税関長の許可を受ける必要があります。

 ・輸入申告は、原則として貨物を「保税地域」に入れた後に行う必要があります。

 ・輸出申告は、「保税地域」に入れる前に行うことができます。

 ただし、許可については、保税地域に入れた後となります。

■ 輸入の場合、関税及び消費税等を納付しないと輸入の許可を受けることができません。

≪保税地域≫
ｺﾝﾃﾅﾔｰド（CY）

保税蔵置場

輸
入
申
告

輸
出
申
告

許

可

国内引取
【船 卸】

【船 積】

許

可

大事！

４ 貨物の流れ①
門司       保税
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4 貨物の流れ②（輸入貨物）

〔 指定保税地域（ＣＹ）〕

一
般

九州菱化物流株式会社 北九州市八幡西区舟町５ノ１ ＴＥＬ 六四三ノ二六八八 H
I
N
O

K“”２２G１AKLU６０２２６６0D7
0
i
c

2
,
6
m

8
'
6
"

L
I
N
E

〔 保税蔵置場 〕

保税運送 輸入許可

門司       保税

コンテナヤード
（ＣＹ）への搬入

保税蔵置場へ運送
（保税運送）

混載貨物の仕分け
輸入申告

必要な検査
輸入許可

貨物の引取り

※コンテナヤード（ＣＹ）で輸入申告・検査・輸入許可の流れもあります。
11



4 貨物の流れ③（輸出貨物）

〔指定保税地域（ＣＹ）〕
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〔 保税蔵置場 〕

保税運送
輸出許可

門司       保税

保税蔵置場
へ運送

輸出申告

輸出申告
必要な検査
輸出許可

貨物をコンテナ詰

コンテナヤード
（ＣＹ）へ搬入

※コンテナヤード（ＣＹ）で輸出申告・検査・輸出許可の流れもあります。

輸出申告

コンテナヤード
（ＣＹ）へ運送
（保税運送）

海外へ
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〔指定保税地域〕
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〔保税蔵置場〕

◎ 見本の一時持出し

     保税地域から、外国貨物を 見本 として一時持ち出そうとする場合には、

税関長の許可を受けなければならない（法第３２条）。

許可

見本持出
許可申請書

【通関業者】

NACCS
⇒ MHA※注

見本持出許可申請

NACCS
⇒ MHO

見本持出確認登録

※注 ＮＡＣＣＳの後に記載して
おりますアルファベット3文字はＮ
ＡＣＣＳの「業務コード」です。
以下の資料同じ。

5 見本の一時持出①
門司       保税
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5 見本の一時持出②
門司       保税

★具体例★
野菜の残留農薬を調べるために分析機関で分析した後、元の保税蔵置場に戻す場合

税関へ見本持出許可申請
見本持出許可後、
分析機関で分析

分析終了後、
元の保税蔵置場へ戻す

Po int !

・見本の一時持出しが認められる外国貨物は、課税上問題が無く、かつ、少量のものに限られる。

・見本として持ち出す外国貨物は、税関長の指定する期間内に元の保税地域に戻し入れるのが原則。 

※ 但し、例外として、税関長の指定する見本持出期間内に見本持出した貨物と残余の外国貨物を
一括して輸入許可を受けた場合は戻し入れ不要となります。 14



【廃棄】保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、

あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。（関税法第34条）
【滅却】保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は滅却されたときは、

当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。

ただし、・・・あらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、
この限りでない。（関税法第45条）

〔指定保税地域〕 〔保税蔵置場〕

【通関業者】

承認
届

廃棄届
申請書

NACCS
⇒ 汎用申請可

NACCS
⇒BOB

搬出確認登録

NACCS
⇒CYO

CY搬出確認登録

6 廃棄と滅却①
門司       保税

 廃棄
（経済価値あり）

滅却
（経済価値なし）

イメージ
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6 廃棄と滅却②
門司       保税

★具体例★
外国貨物の野菜が腐敗していたため、焼却場で処分する場合

税関へ滅却承認申請
滅却承認後、

焼却場あてに搬出
焼却場で滅却

※貨物の形態をとどめなくする

Po int !

廃棄（関税法第34条・基本通達34-1）
滅却し、又は腐敗、変質等により本来の用途に供されなくなった外国貨物をくずとして処分すること

→ くず等の形状で存在（鉄くず等） → 廃棄後の現状により輸入手続き必要

滅却（関税法第45条・基本通達45-1）
焼却等により貨物の形態をとどめなくすること

保税地域搬出から税関職員が立ち会う場合あり

16



◎ 取扱い

○ 保税地域にある外国貨物について、内容の点検、改装、仕分けその他の手入れをすること

ができる（法第４０条第１項）。⇒倉主の記帳で足りる。

○ 保税地域にある外国貨物について、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為

を行う場合には、事前に税関長の許可  を受ける必要がある。（法第４０条第2項）

〔 指定保税地域 〕
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〔 保税蔵置場 〕

【通関業者】

許可

申請書 ◆内容点検等

NACCS

⇒ SHN（内容点検）、

 SHS（仕分け）他

◆簡単な加工等

NACCS

⇒ CHD

 貨物取扱許可申請

※内容点検等は倉主でも登録可能です。

 簡単な加工等は事前に税関へ相談願います。

7 貨物の取扱い①
門司       保税

取扱い内容 登録業務

内容点検 ＳＨＮ

改装・仕分け ＳＨＳ

仕合せ ＣＨＵ

取扱許可申請 ＣＨＤ 17



関税法第40条・基本通達40-1

1 内容点検
開披して内容品の品質又は数量を点検し、又はその機能について簡単な点検を行うこと

2 改装
包装を改める行為

3 仕分け
貨物を記号、番号別、荷主、仕向地別又はその名称等級別等の分類、選別すること

4 その他の手入れ
貨物の記号、番号の刷換え ・貨物の現状を維持するための錆みがき、油さし、虫ぼし、風入れ、洗浄及びワックスかけ

   原産地虚偽又は誤認表示された貨物について、その表示の抹消、取りはずし作業 等

5 見本の展示
注文の取り集め等のため蔵置貨物の一部を一般の閲覧に供すること

6 簡単な加工
単純な工程によるもので、加工後において加工前の状態が判明できる程度のもの

7 その他これらに類するもの
輸出しようとする貨物のうち破損部分又は不良品をこれと同種の完全品と交換すること 等

第2項【要許可】

第1項【自主管理】

第２項は許可が必要です！

7 貨物の取扱い②
門司       保税
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7 貨物の取扱い③
門司       保税

改装
（例）外装がやぶれていたので、新しい外装で補強

仕分け
（例）貨物を荷主毎に分ける

貨物管理番号：Ｙ12345

貨物管理番号：Ｙ12345Ａ

貨物管理番号：Ｙ12345Ｂ

★具体例★

19



◎保税運送

外国貨物（郵便物、特例輸出貨物及び政令で定める貨物を除く。）を運送しようとする者は、

税関長に申告し、その承認を受けて 開港、税関空港、保税地域、税関官署及び他所蔵置場所

相互間に限り外国貨物のまま運送することができる（関税法第６３条）

〔 指定保税地域 〕
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〔 保税蔵置場 〕

承認

申請書

【通関業者】

NACCS
⇒ OLC

保税運送申告

8 保税運送①
門司       保税
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★具体例★
指定保税地域に到着した貨物を外国貨物のまま保税蔵置場に運ぶ場合

Po int !

・保税運送は、特定の場所相互間を指定された期間内に運送する場合に認められる。

・コンテナ到着時に不審点（コンテナシールの異状、コンテナ外観の異状等）があれば税関に一報してください。

8 保税運送② 門司       保税

〔指定保税地域〕
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〔保税蔵置場〕

税関へ保税
運送承認申請

税関職員がコンテナシール・検査を行う場合あり

運送承認後、
保税蔵置場あてに搬出

保税蔵置場に搬入

保税運送
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◎許可面積の増減及び工事

保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、

又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければ

ならない。（関税法第４４条）

〔 保税蔵置場 〕

・・・届

【保税蔵置場】

貨物収容能力増減等の届

・面積の変更
・改築等の工事

9 貨物の収容能力の増減等（含む工事届）①
門司       保税
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9 貨物の収容能力の増減等（含む工事届）②

保税地域における工事の際の手続きについて

【保税蔵置場等】
●届出が必要な工事の例

①外国貨物等の管理、保管に関する設備を変更する工事
 （具体例）

・タンクの設置、移設、撤去工事   ・ラックや什器の設置、移設、撤去工事
・保冷設備や定温設備の設置、移設、撤去工事     ・荷役機械の設置、移設、撤去工事
・上記の工事が付随的に発生する耐震工事や補強工事、配管工事等

②外国貨物等の保全のための措置の内容を変更する工事
（具体例）
・保税蔵置場等のフェンス、障壁、照明装置の設置、移設、撤去工事
・保税蔵置場等の出入口、窓、その他侵入が可能な部分に対する施錠その他の措置
（監視カメラ、その他の機械警備を含む。）の実施、変更に係る工事、撤去工事
・保税蔵置場等の門扉、シャッターの更新工事

③保税蔵置場等の面積に変更を生じる工事

23
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９ 貨物の収容能力の増減等（含む工事届）③

保税地域における工事の際の手続きについて

【保税蔵置場等】
●届出が不要な工事の例

①塗装、ライン引き、屋根・壁面等の補修
 （具体例）

・ 壁面の塗装、摩耗したラインの引き直し  ・雨漏りが発生した屋根及び庇(ひさし)の補修
②設備の維持管理のための保守点検

（具体例）
  ・ 保税蔵置場等に設置された設備（エレベーターや配電盤、消防設備等）の定期点検

③機器の交換
（具体例）
・ 蛍光灯、電球等の消耗品の交換 ・故障した設備の部品交換作業

  ④その他現状の変更が軽微な工事
（具体例）
・ 衝立、間仕切り及び装飾品等の設置、移設、撤去
※外国貨物とそれ以外を完全に区分けしている場合等、その設置・撤去等が貨物の管理・保管や
保全措置の内容に変更を生じるものである場合は、届出が必要となります。

24
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10 記帳義務①
門司       保税

関税法第３４条の２（記帳義務）
保税地域（保税工場及び保税展示場を除く。）において貨物を管理するものは、

そ の 管 理 す る 外 国 貨 物 又 は 輸 出 し よ う と す る 貨 物 に つ い て 帳 簿 を 設 け 、
政令定める事項を記載しなければならない。

政令で定める事項 ⇒ 施行令第２９条の２第１項
（総合保税地域は、同条第２項）

 （保税工場：関税法第６１条の３（記帳義務））

25



指定保税地域・保税蔵置場 関税法施行令第２９条の2

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号

搬入 貨物取扱 ＩＳ承認 輸入許可 ＢＰ承認 見本一時持出 搬出

事由

外国貨物、輸出
しようとする貨物を
入れた場合

外国貨物、輸出
しようとする貨物を
取扱いした場合

ＩＳ承認又は置く
期間の指定を受け
た場合

輸入の許可を
受けた場合

ＢＰ承認を受けた
場合

見本として一時
持ち出した場合

外国貨物を出した
場合

事項

貨物の記号、番号、
品名、数量、
搬入年月日

※初めて搬入する
場合
船名、入港年月日、

※保税運送の
場合
保税運送承認
番号

貨物の記号、番号、
品名、数量、
行為の種類、
内容、
年月日

※数量等に変更が
あった場合
変更内容

承認・指定の年月
日、
承認・指定番号

貨物の記号、番号、
品名、数量、
許可年月日、
許可書番号

貨物の記号、番号、
品名、数量、
承認年月日、
承認番号

貨物の記号、番号、
品名、数量、
許可期間、
持出先、
持出年月日

貨物の記号、番号、
品名、数量、
搬出年月日、
許可書・承認書の
年月日、番号

※外国向けのとき
積込み船舶
（航空機）名、
登録記号、
出港年月日

門司       保税

10 記帳義務②
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11 非違事例① （見本持出に係る非違）

２
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11 非違事例①（見本持出に係る非違）

２
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11 非違事例②（外国貨物の誤搬出）
門司       保税
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11 非違事例②（外国貨物の誤搬出）
門司       保税
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11 非違事例③（保税地域外の蔵置に係る非違）
門司       保税
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11 非違事例③（保税地域外の蔵置に係る非違）
門司       保税
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12 過去の質問事項①
門司       保税

33

問１ 具体的に どのタイミングで 保税貨物 になるのか。

（回答） 輸入貨物では、本邦に到着してから輸入許可を受けるまでの間、
輸出貨物では輸出許可を受けてから外国貿易船等に船積みする
までの間を保税貨物として考えて頂ければと思います。

なお、輸出しようとする貨物は、保税地域ごとにタイミングが
異なりますが、内国貨物の状態であっても管理する必要があり、
記帳義務等が発生しますのでご注意下さい。
（参考：関税法第34条の2、基本通達34の2-1(2) イ 等）



12 過去の質問事項②
門司       保税

34

問２ ① 保税蔵置場は倉主が税関長の許可を得た場所（屋内・野外倉庫）と捉えて
よいか。

 ② 運送会社に於いて通関部門と倉庫部門を持つ会社があるが、その際は
通関部門を通関（乙仲）業者、保税蔵置場を有する倉庫部門を倉主という
認識でよいか。

 ③ 保税蔵置場にある外貨品を廃棄・滅却する際、保税蔵置場から搬出する
必要があるが、税関へ申請すれば持出し、処分することで考えてよいか。

（回答）  ①問題ありません。
 ② ご質問の内容であれば、保税蔵置場は運輸会社からの申請に基づき、
税関長が許可した保税地域となりますので、運輸会社自体が「倉主」、
倉庫部門が「保税担当部門」ということになると思われます。

 ③ 税関に対して、滅却の承認申請等の手続きを行って頂いた後に
持ち出すこととなります。
なお、滅却等の際は税関が立ち会いをさせて頂く場合がございます。



1３ 参考（保税ポータル①）
門司       保税

保税ポータル
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保税ポータル

非違に係る参考情報

用語集

関係法令・通達関係

ＮＡＣＣＳ関係資料

1３ 参考（保税ポータル②）
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1３ 参考（日本関税協会門司支部様ＨＰ）

37

オンライン研修資料の過去
分が掲載されています。



定 期 的 な C P ・ 手 順 書 の 確 認 を お 願 い し ま す

税関保税ニュース第２１号

発行：門司税関監視部保税地域監督官

各保税蔵置場等においては、関税法基本通達34の2-9で
CP（コンプライアンスプログラム）に沿った貨物管理が義務
付けられています。

CPを基に業務手順を細かく定めた「手順書」を整備されている
保税蔵置場等もあります。

 非違の発生原因の大半が、

・CP等と実際の貨物管理の手順が異なっている

・保税業務担当の異動者・新入社員がCP等の存在を
 知らない
・CP等の存在は知っているが内容の把握をしていない
・現場作業者・委託先の従業員の保税業務への知識不足

等となっています。これらの問題はCP等の内容を責任者だけ
ではなく、現場作業者・委託先従業員まで浸透させることが
大切です。
年に１回の研修とは別に、お忙しいとは思いますが、定期的に
朝礼等で自分の業務にかかわる部分を5分でも良いので
何度も確認し、CP等の手順通りに作業を行っていただくよう
お願いいたします。
 併せて業務手順の改善等で CPを改定されたときは管轄の
税関への提出も合わせてお願いいたします。



◆通報先 門司税関密輸ダイヤル（24時間受付）

○フリーダイヤル 0120-461-961

○税関ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ   https://www.customs.go.jp/moji/

○ メールアドレス moji-hozei@customs.go.jp

◆相談先 門司税関監視部保税地域監督官

○TEL番号  050-3530-8387 門司税関HP

電 磁 的 台 帳 利 用 時 の 注 意 点 に つ い て

航空貨物では毎日、海上貨物では毎週NACCSから
配信される管理資料を保存することで保税台帳に代える
ことができます。
毎回、紙に記帳する必要がなくなる便利なものですが

こちらにも注意点があります。

・管理資料の取得を担当者1人に任せきりで、担当者が
休暇の際に取得をしていなかった
・PC、USBメモリ等の変更、故障でデータを紛失する
（バックアップは非常に大切です）
・1週間以上の長期連休後に前週分の取得を失念する。 

海上の場合、前週分はNACCSで再取り出し業務が
必要です。
航空の場合は毎日配信の為、失念することはあまり
無いと思いますが同様にご注意ください。

特に大量の貨物を取り扱っている保税蔵置場等については
、たった1日分の取得漏れでも、数十日間の搬入停止処分
となることもありますので、確実に管理資料を取得するよう
お願いいたします。



カスタムくん

門司       保税

ご清聴ありがとうございました
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